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）

海
上
運
送
事
業
の
活
性
化
の
た
め
の
船
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
八
一
号

（
先
議
）
要

）

旨

本
法
律
案
は
、
我
が
国
の
海
上
運
送
事
業
を
め
ぐ
る
近
年
の
厳
し
い
経
営
環
境
等
に
対
応
し
て
、
航
行
の
安
全
の
確
保
及
び

船
員
の
労
働
保
護
を
図
り
つ
つ
、
同
事
業
の
活
性
化
を
促
進
す
る
た
め
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
船
員
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

船
舶
所
有
者
が
労
働
組
合
等
と
の
協
定
に
よ
り
海
員
に
時
間
外
労
働
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
等
労
働
時

間
規
制
の
見
直
し
を
行
う
。

２

船
員
の
雇
入
契
約
の
公
認
制
か
ら
届
出
制
へ
の
緩
和
、
船
員
法
等
に
違
反
し
た
船
舶
所
有
者
等
に
対
す
る
船
員
労
務
官

の
監
督
権
限
の
強
化
等
の
た
め
の
規
定
を
設
け
る
。

二
、
船
員
職
業
安
定
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

自
己
の
常
時
雇
用
す
る
船
員
に
つ
い
て
船
員
派
遣
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
許
可
を
受
け
る
こ
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と
に
よ
り
、
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

２

学
校
等
の
施
設
の
長
は
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
、
当
該
学
校
等
の
学
生
生
徒
等
に
つ
い
て
、
無
料
の
船
員
職
業

紹
介
事
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

三
、
内
航
海
運
業
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

１

内
航
海
運
業
に
係
る
参
入
規
制
を
許
可
制
か
ら
登
録
制
へ
緩
和
す
る
。

２

内
航
運
送
業
と
内
航
船
舶
貸
渡
業
の
事
業
区
分
を
廃
止
し
、
す
べ
て
の
内
航
海
運
業
者
は
、
荷
主
と
の
運
送
契
約
を
締

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

３

運
送
を
行
う
内
航
海
運
業
者
は
、
運
航
管
理
規
程
の
作
成
及
び
運
航
管
理
者
の
選
任
を
行
い
、
国
土
交
通
大
臣
に
届
け

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
す
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
を
除
き
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。


